
平
成
十
四
年
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
第
二
十
一
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
基
準
等
を
定
め
る
命
令

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
第
二
十
一
条
第
五
項
第
三
号
及
び
第
六
項
（
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
第
二
十
一
条
第
五
項
第

三
号
に
規
定
す
る
基
準
等
を
定
め
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
保
全
利
用
協
定
の
認
定
の
基
準
）

第
一
条
　
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
協
定
区
域
の
範
囲
が
環
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
上
で
適
切
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
協
定
区
域
に
お
け
る
自
然
環
境
の
健
全
な
利
用
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
協
定
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
生
活
環
境
の
保
全
及
び
風
俗
慣
習
に
つ
い
て
適
切
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
保
全
利
用
協
定
の
有
効
期
間
が
二
年
以
上
五
年
以
下
で
あ
る
こ
と
。

五
　
保
全
利
用
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
が
、
違
反
し
た
者
に
対
し
て
不
当
に
重
い
負
担
を
課
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

六
　
原
則
と
し
て
協
定
区
域
内
の
土
地
の
所
有
者
又
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
有
す
る
者
の
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。

七
　
関
係
法
令
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
た
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
計
画
と
整
合
性
の
と
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
保
全
利
用
協
定
の
公
告
）

第
二
条
　
法
第
二
十
一
条
第
六
項
（
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
公
報
、
掲
示
そ
の
他
の
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
保
全
利
用
協
定
の
名
称

二
　
協
定
区
域

三
　
保
全
利
用
協
定
の
対
象
と
な
る
環
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
の
種
類

四
　
保
全
利
用
協
定
に
参
加
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称

五
　
保
全
利
用
協
定
の
縦
覧
場
所

附
　
則

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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